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ヘルスケアリートの現状 

 平成26年6月（国交省中心）  
 

 介護施設（有料老人ホーム、サ高住、グループホーム）に 
 関する、ガイドラインの内容確定 

 平成27年3月（国交省中心）予定  
 

 病院（自治体病院を含む）に関するガイドライン案の作成 



建替え等について～①現況 

昭和40～50年代に建設されたままの病院も多い 

耐震化は全病院の56％⇔介護施設は9割以上 

建替え等の設備投資が急務 



建替え等について～②公立病院改革ガイドライン 

施設・設備整備費の抑制等 
 

病院施設の新増築、改築等に当たっては、将来的な減価償却費負担の軽減の観
点から、当該施設・設備整備に要する経費を必要最小限度に抑制するよう努める
ことが適当である。その際、病院施設・設備の整備については、当該病院が公立
病院として果たすべき役割を踏まえ必要な機能が確保される必要があるが、こう
した要因から特に割高となる部分を除き、民間病院並みの水準の整備費により新
増築、改築等が行われるよう特に留意すべきである。 
また、病院施設・設備の整備に際しては、整備費のみならず供用開始後の維持管
理費の抑制を図ることも重要であり、こうした観点から民間事業者のノウハウの活
用を図る手法の一つとしてＰＦＩ方式がある。しかしながら、同方式は契約期間が
極めて長期に及ぶことが一般的であり、同方式の採用を検討する場合には、契約
期間中の事業環境の変化に対応したリスクの発生に備え、あらかじめ公・民間で
適切なリスク負担のルールを定める等、相当程度慎重な準備と調整を重ねること
が求められる。 



建替え等について～③資金調達 

金融機関借入 

福祉医療機構借入 

医療機関債発行 

アセットファイナンス 
（不動産流動化等） 

あまり利用されていない 

低利、長期だが、金額上限あり（足りない） 

最長でも15年程度のため、計画を高めに立てる
必要有→計画未達になると、対応が厳しくなる 
既存債務が大きいと、借入不能な場合もある 

資産の所有と経営を切り離し、不動産の収益力
で調達が可能 
超長期（耐用期間と調達期間がマッチング） 

PFI/PPP ハードルが高い、課題も山積 



※ＰＦＩとＲＥＩＴ（リート）の違いについて 

ＲＥＩＴの場合・・・経営と資産が分離 
 

病院事業を進める主体は、病院のままです 
ＲＥＩＴは口を出しません⇒ファンドとの相違点（3～5年） 

 

⇔ＰＦＩは事業者が施設等を建設し、運営・管理することにより回収 

ＲＥＩＴは、土地/建物を所有者から取得し、家賃（固定）収入で資金回収 

病院事業が長期間継続するか否か（＝家賃を長期間いただけるか）を
ＲＥＩＴは確認し、定期的な状況報告を求めます（銀行借入と同様） 

土地建物が非所有で担保提供できないため、運転資金の調達が難しく
なる可能性有（医療機器は流動化の対象外⇒リース対応） 



病院リート導入に向けての課題等 

建築改良費への1/2の 
交付金の取扱 

土地売却できない場合の手法 
（50年程度の借地権設定？） 

対象病院は？（再生型は難しい・・） 
安定した経営基盤＋監査体制 は必要 

病院経営を評価できる 
人材が少ない 

賃料が払えなくなった場合 
の取扱（自治体保証？） 

既存病院の流動化は？ ＰＥＴセンター等は対象か？ 


